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別紙２ 

福島県防災体操動画開発業務 

の審査基準等 

 

１ 審査方法等 

  審査委員が、決められた審査項目について、提案者から提出された企画書等の提出書類

により一次審査及び二次審査を行う。一次審査及び二次審査の合計得点に基づき、最も優

れた提案者（契約予定者）と次点者を特定し、契約に向けた協議を行う。 

  なお、提案者が１社の場合は、総得点が３００点（６割）以上の場合のみ、契約に向

けた協議を行う。 

 

２ 審査員（予定） 

  危機管理課、災害対策課、企画調整課から５名 

 

３ 審査基準等 

（１）評価点数の採点基準 

   「５」 → 特に優れている 

   「４」 → 優れている 

   「３」 → ふつう 

    「２」 → やや劣る 

    「１」 → 特に劣る 

   「０」 → 提案なし 
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（２）審査基準 

審査項目 評価点数 加減率 
最高 

配点 

【全体】 

・業務の目的、趣旨を理解しているか 
１・２・３・４・５ ＊ ２ １０ 

・企画全体について、円滑な運営が期待でき、かつ手法は妥当で

あるか 
１・２・３・４・５ ＊ ２ １０ 

（
１
）
企
画
提
案
力 

 

【効果】 

・防災と健康の関連性が明示されているか。体操動画を開

発する趣旨がずれていないか。 

０・１・２・３・４・５ ＊ ３ １５ 

・体操動画の内容に関する提案。 ０・１・２・３・４・５ ＊ ３ １５ 

・体操動画の活用に関する提案 ０・１・２・３・４・５ ＊ ３ １５ 

（２）業務実施体制 

・スケジュールに無理はないか 

・実施体制は適切か 

０・１・２・３・４・５ ＊ ２ １０ 

（３）費用対効果 

・コストパフォーマンスは高いか 
１・２・３・４・５ ＊ ２ １０ 

独自提案 

・独自提案があり、魅力的な内容か 
０・１・２・３・４・５ ＊ ３ １５ 

                                                  総得点 １００点満点 

 

（審査員          ） 

 

 


